
令和８年度版 福井市結婚・子育てガイド はぐくむ book無償提供事業者募集要領 

 

この要領は、結婚や子育てに関する支援制度や相談窓口、施設の情報を１冊にまとめた「令和８年度版 福

井市結婚・子育てガイド はぐくむbook」（以下「はぐくむbook」という。）の無償提供事業者を公募するにあた

り、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 無償提供物品   はぐくむ book  

 

２ 制度概要      福井市が保有する財産及び市が作成する帳票等を活用し、民間事業者等の広告を適

切に掲載するものである。事業者は信頼性の向上や認知の拡大が見込め、市が示す仕

様書の範囲内において広告主の募集及び広告掲載をすることで、広告主から広告掲載

料を得ることが可能である。 

 

３ 業務の内容     「令和８年度版 福井市結婚・子育てガイド はぐくむ book無償提供にかかる仕様書」の

とおり 

 

４ 募集期間及び質問受付期間 

募集期間：令和７年７月２２日（火）から８月５日（火）まで（必着） 

受付時間：８時３０分から１７時１５分まで（土日、祝日は閉庁日のため受付不可） 

質問受付期間：令和７年７月２２日（火）から７月２９日（火）１７時１５分まで 

※質問書（様式第３号）を、こども政策課の窓口へ持参するか、ＦＡＸ又は電子メールにより提出すること。

ただし、土日、祝日は閉庁日のため、ＦＡＸ又は電子メールのみ受け付ける。電話・口頭による質問は受け

付けない。質問への回答は、８月１日（金）までに市ホームページで公表する。 

 

５ 応募要件 

   広告主等及び広告内容の基準は、「福井市広告事業実施要綱」の規定によるものとする。また、本募集

要領を承諾し、過去５年以内に他自治体に対して子育て冊子の無償提供を実施したことのある事業者で

あること。 

 

６ 申込方法 

（１）提出方法     持参又は郵送（令和７年８月５日（火）１７時１５分（必着）） 

（２）提出場所     〒９１０－８５１１ 福井市大手３丁目１０番１号 

       福井市 こども未来部 こども政策課      

（３）提出書類     １）はぐくむ book無償提供事業者申込書（様式第１号）  

正本(原本)１部及び副本(写し)５部 

 



２）企画書                         ６部 

・任意様式とするが、A４サイズに収まるよう製本すること。 

・納入スケジュール、業務遂行体制、広告募集方法、納入方法・時期、 

トラブルへの対応等について明記すること。 

・冊子企画（デザイン、読者への配慮等）について提案内容を記載すること。 

３）子育て冊子無償提供業務実績（様式第２号）          ６部 

４）成果品見本      ６部 

５）会社概要（パンフレット等）          ６部 

６）履歴事項全部証明書（提出期限日３か月以内のもの）       １部 

７）市税の滞納がないことを証する書面（ 〃 ）           １部 

 

 

７ 審査 

福井市広告事業審査委員会（以下「審査委員会」という。)を設置し、提出された書類について下記「８ 

審査基準」に基づいて審査し、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。ただし、審査委員長が必要

と認めた場合には、審査委員会に全申請者を出席させ、提案内容の説明を求めることがある。 

審査期間：令和７年８月１３日（水）から８月２０日（水）まで 

 

８ 審査基準 

審査基準 審査内容 

業務実績 他自治体への子育て冊子無償提供の経験と実績があるか。 

納入スケジュール 協定書締結から納入までの具体的なスケジュールが示されているか。 

業務遂行体制 担当部署や人員配置等、業務遂行のための体制が整っているか。 

広告募集方法 広告募集方法について具体的な提案がなされているか。 

納入方法・時期 納入方法や時期について具体的な提案がなされているか。 

トラブルへの対応 トラブルが発生した場合の対応についての提案は妥当であるか。 

冊子の提案内容 表紙やページのデザインが優れているか 

見やすい工夫がなされているか。 

仕様書「３ 内容」に関する提案が優れているか。 

その他、有益な提案がなされているか。 

 

９ 審査結果の通知 

審査結果は、はぐくむ book無償提供事業者審査結果通知書（様式第４号）により通知するとともに、

市ホームページで公表する。なお、審査結果についての異議申立は受け付けないものとする。 

審査結果通知予定日：令和７年８月２７日（水） 



 

１０ 協定書の締結 

   優先交渉権者の決定後、優先交渉権者と提案内容に基づき、提供条件等について協議の上、協定を締

結するものとする。ただし、優先交渉権者決定後、２週間以内に協議が成立しない場合は、次点交渉権者

を優先交渉権者に繰り上げて、協議を行うことができるものとする。 

 

１１ その他 

（１）応募に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

（２）一旦提出された書類等は返却しない。  

（３）協定の期間については、協定締結時に双方による協議の上、定めるものとする。 

 

１２ 問合せ先 

     〒９１０－８５１１ 福井市大手３丁目１０番１号 

     福井市 こども未来部 こども政策課 

     電 話：０７７６－２０－5412   ＦＡＸ：０７７６－２０－５735 

     Ｅ－ｍａｉｌ： kodomo@city.fukui.lg.jp 


